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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 絵 柄 を 変 動 表 示 す る 絵 柄 表 示 装 置 と 、
　 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る か 否 か の 抽 選 を 行 う 抽 選 手 段 と 、
　 前 記 抽 選 手 段 の 抽 選 結 果 が 当 選 で あ る 場 合 に 、 前 記 絵 柄 を 特 定 絵 柄 の 組 合 せ で 停 止 さ せ
る と と も に 前 記 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る 特 別 遊 技 状 態 発 生 手 段 と 、
　 前 記 特 別 遊 技 状 態 が 終 了 し た 後 、 毎 回 又 は 所 定 突 入 条 件 に よ り 、 所 定 条 件 が 成 立 す る ま
で 遊 技 状 態 を 前 記 抽 選 手 段 の 当 選 確 率 が 向 上 し た 高 確 率 状 態 と す る 高 確 率 状 態 設 定 手 段 と
、
　 遊 技 状 態 を 記 憶 保 持 す る 記 憶 保 持 手 段 と
を 備 え 、
　 電 源 装 置 か ら 供 給 さ れ る 電 源 に よ っ て 動 作 す る 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 記 憶 保 持 手 段 に よ っ て 、 遊 技 状 態 が 前 記 高 確 率 状 態 で あ る と 記 憶 保 持 さ れ て い る か
否 か を 判 別 す る 遊 技 状 態 判 別 手 段 と 、
　 遊 技 状 態 が 前 記 高 確 率 状 態 で あ る こ と を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、
　 前 記 報 知 手 段 を 報 知 制 御 す る 報 知 制 御 手 段 と
を 備 え 、
　 前 記 報 知 制 御 手 段 は 、
　 遊 技 中 に 遊 技 状 態 が 前 記 高 確 率 状 態 へ 移 行 し た 場 合 に 、 高 確 率 状 態 で あ る こ と を 報 知 し
な い よ う 前 記 報 知 手 段 を 制 御 す る 第 １ 報 知 制 御 手 段 と 、
　 前 記 電 源 装 置 の 電 源 を 投 入 し た 場 合 に 、 前 記 記 憶 保 持 手 段 に 記 憶 保 持 さ れ て い る 遊 技 状
態 が 前 記 遊 技 状 態 判 別 手 段 に よ っ て 前 記 高 確 率 状 態 で あ る と 判 別 さ れ る と 、 高 確 率 状 態 で
あ る こ と を 報 知 す る よ う 前 記 報 知 手 段 を 制 御 す る 第 ２ 報 知 制 御 手 段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　

　

前 記 記 憶 保 持 手 段 を 初 期 化 す る 初 期 化 手 段 と 、
前 記 記 憶 保 持 手 段 を 初 期 化 す る た め に 操 作 さ れ る 初 期 化 操 作 手 段 と

を 備 え 、
前 記 初 期 化 操 作 手 段 の 操 作 に よ っ て 、 前 記 初 期 化 手 段 は 、 前 記 記 憶 保 持 手 段 に 記 憶 保 持



【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　
　
　

　

【 請 求 項 ５ 】
　
　
　

　

　

　
　
　

　
　

　

【 請 求 項 ６ 】
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さ れ て い る 遊 技 状 態 に か か わ ら ず 、 初 期 値 で あ る 通 常 状 態 を 記 憶 さ せ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 初 期 化 操 作 手 段 を 操 作 す る と 共 に 前 記 電 源 装 置 の 電 源 を 投 入 す る こ と で 、 前 記 初 期
化 手 段 は 、 前 記 記 憶 保 持 手 段 に 記 憶 保 持 さ れ て い る 遊 技 状 態 に か か わ ら ず 、 初 期 値 で あ る
通 常 状 態 を 記 憶 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 報 知 制 御 手 段 は 、 前 記 電 源 装 置 の 電 源 遮 断 時 か ら の 時 間 を 計 測 す る タ イ マ と 、
前 記 電 源 装 置 の 電 源 遮 断 時 で あ っ て も 独 立 し て 前 記 タ イ マ に 電 源 を 供 給 す る 電 源 部 と 、
前 記 タ イ マ に よ っ て 所 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か を 判 別 す る 判 別 手 段 と

を 備 え 、
前 記 タ イ マ に よ っ て 計 測 さ れ た 時 間 が 、 前 記 判 別 手 段 に よ っ て 前 記 所 定 時 間 の 経 過 と 判

別 さ れ 且 つ 前 記 電 源 装 置 の 電 源 が 投 入 さ れ る こ と で 、 前 記 第 ２ 報 知 制 御 手 段 は 、 遊 技 状 態
が 高 確 率 状 態 で あ る こ と を 報 知 す る よ う 前 記 報 知 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 乃 至 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 遊 技 機 。

絵 柄 を 変 動 表 示 す る 絵 柄 表 示 装 置 と 、
遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る か 否 か の 抽 選 を 行 う 抽 選 手 段 と 、
前 記 抽 選 手 段 の 抽 選 結 果 が 当 選 で あ る 場 合 に 、 前 記 絵 柄 を 特 定 絵 柄 の 組 合 せ で 停 止 さ せ

る と と も に 前 記 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る 特 別 遊 技 状 態 発 生 手 段 と 、
前 記 特 別 遊 技 状 態 が 終 了 し た 後 、 毎 回 又 は 所 定 突 入 条 件 に よ り 、 所 定 条 件 が 成 立 す る ま

で 遊 技 状 態 を 前 記 抽 選 手 段 の 当 選 確 率 が 向 上 し た 高 確 率 状 態 と す る 高 確 率 状 態 設 定 手 段 と
を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、

前 記 高 確 率 状 態 設 定 手 段 に よ っ て 遊 技 状 態 が 前 記 高 確 率 状 態 へ 移 行 し た 時 点 か ら そ の 連
続 す る 高 確 率 状 態 の 時 間 を 計 測 す る タ イ マ と 、

前 記 タ イ マ が 所 定 時 間 を 経 過 し た か 否 か を 判 別 す る 判 別 手 段 と 、
前 記 高 確 率 状 態 で あ る こ と を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、
前 記 報 知 手 段 を 報 知 制 御 す る 報 知 制 御 手 段 と

を 備 え 、
前 記 報 知 制 御 手 段 は 、
前 記 高 確 率 状 態 設 定 手 段 に よ っ て 遊 技 状 態 が 前 記 高 確 率 状 態 へ 移 行 し た 場 合 に 、 高 確 率

状 態 を 報 知 し な い よ う 前 記 報 知 手 段 を 制 御 す る 第 １ 報 知 制 御 手 段 と 、
前 記 判 別 手 段 に よ っ て 、 前 記 タ イ マ に 計 測 さ れ た 時 間 が 前 記 所 定 時 間 を 経 過 し た と 判 別

さ れ た 場 合 に 、 高 確 率 状 態 で あ る こ と を 報 知 す る よ う 前 記 報 知 手 段 を 制 御 す る 第 ２ 報 知 制
御 手 段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

遊 技 状 態 を 初 期 化 す る 初 期 化 手 段 と 、
遊 技 状 態 を 初 期 化 す る た め に 操 作 さ れ る 初 期 化 操 作 手 段 と

を 備 え 、
前 記 初 期 化 操 作 手 段 の 操 作 に よ っ て 、 前 記 初 期 化 手 段 は 、 遊 技 状 態 に お い て 高 確 率 状 態

か ら 初 期 値 で あ る 通 常 状 態 を 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 。
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